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頁 新 旧 修正理由・備考 

7 第１章 総 則 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

７ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

放送事業者 （信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州、長野朝

日放送㈱、長野エフエム放送㈱、㈱上田ケーブルビ

ジョン） 

天気予報及び警報、災害情報等広報に関すること 
 

第１章 総 則 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

７ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

放送事業者 （信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州、長野朝

日放送㈱、長野エフエム放送㈱、㈱上田ケーブルビ

ジョン） 

気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 
 

文言の修正 

13 
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第２章 災害予防計画 

第１節 火山災害に強いまちづくり 

２ 火山災害に強いまちづくり 

（１）火山災害に強いまちの形成 

ケ 火山災害の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、火山噴出物の

調査、火山地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、過去

の災害履歴等をより正確に調査するものとする。なお、火山活動の状況

や推移に関する総合的な評価を行う火山調査研究推進本部と連携するも

のとする。 

 

（略） 

 

（６）火山災害警戒地域の指定 

イ 火山災害警戒地域の指定があった場合は、市地域防災計画において次

の事項を定めるものとする。 

（カ）避難促進施設に関する事項 

      警戒地域内の不特定かつ多数の者が利用する施設又は要配慮

者利用施設で噴火等の火山現象の発生時に利用者の円滑かつ迅速な避

難を確保する必要があるものについて、避難促進施設として、これら

の施設の名称及び所在地を定めるものとする。名称及び所在地を定め

たこれらの施設について、市は、火山現象発生時に当該施設の利用者

の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、市地域防災計画におい

て、火山現象の発生及び推移に関する情報、予報及び警報の伝達方法

を定めるものとする。 

なお、避難促進施設に指定された施設は、避難確保計画を作成又は

変更し公表するとともに、当該避難確保計画に基づく避難訓練を実施

するものとし、作成又は変更した避難確保計画及び実施した避難訓練

の結果について市長に報告するものとする。 

第２章 災害予防計画 

第１節 火山災害に強いまちづくり 

２ 火山災害に強いまちづくり 

（１）火山災害に強いまちの形成 

ケ  火山災害の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、火山噴出物の

調査、火山地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、過去

の災害履歴等をより正確に調査するものとする。           

                                   

        

 

（略） 

 

（６）火山災害警戒地域の指定 

イ 火山災害警戒地域の指定があった場合は、市地域防災計画において次

の事項を定めるものとする。 

（カ）避難促進施設に関する事項 

    また、警戒地域内の不特定かつ多数の者が利用する施設又は要配慮

者利用施設で噴火等の火山現象の発生時に利用者の円滑かつ迅速な避

難を確保する必要があるものについて、避難促進施設として、これら

の施設の名称及び所在地を定めるものとする。名称及び所在地を定め

たこれらの施設について、市は、火山現象発生時に当該施設の利用者

の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、市地域防災計画におい

て、火山現象の発生及び推移に関する情報、予報及び警報の伝達方法

を定めるものとする。 

なお、避難促進施設に指定された施設は、避難確保計画を作成しなけ

ればならない。                         

                                   

                       

県の地域防

災計画に合

わせて修正 
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頁 新 旧 修正理由・備考 

15 （９）避難促進施設の支援 

必要に応じて火山防災協議会の意見を求めつつ、警戒地域内の避難促

進施設に係る避難確保計画の作成及び変更並びに避難訓練を実施に関

し必要な情報提供、助言等の援助を行い、施設所有者又は管理者による

取組の支援に努めるものとする。 

（新設） 県の地域防

災計画に合

わせて修正 

18 
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第３節 情報の収集・連絡体制計画 

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

（７）「長野県防災情報システム」により関係機関との情報共有、連携強化に

努めるものとする。 

（８）国関係機関、県及び公共機関等と情報の共有化を図るため、横断的に

共有すべき防災情報を、総合防災情報システム(ＳＯＢＯ－ＷＥＢ)に集約

できるよう努めるとともに、必要に応じて活用するものとする。 

（９）情報収集手段としてパソコンネットワーク等の活用を推進する。 

（10）災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関係機関等の出席を求

めることができる仕組みの構築に努めるものとする。 

（11）噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報等の

火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制を整備するものとする。 

（12）火山防災情報の登山者への伝達をより確実にするため、緊急速報メー

ル、登録制メールなど、地域の状況を踏まえながら、情報伝達手段の多

様化を図るものとする。 

 

（略） 

 

３ 通信手段の強化 

（４）通信が途絶している地域で、職員等が活動する場合を想定し、衛星通

信を活用したインターネット機器の整備、活用に努めるとともに、火山

災害時を想定した非常通信訓練を行う。 

（５）衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全モバイルシステム  等の

移動系の応急対策機器の整備を図るものとする。 

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

（７）「   防災情報システム」により関係機関との情報共有、連携強化に

努めるものとする。 

（新設） 

 

 

（８）情報収集手段としてパソコンネットワーク等の活用を推進する。 

（９）災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関係機関等の出席を求

めることができる仕組みの構築に努めるものとする。 

（10）噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報等の

火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制を整備するものとする。 

（11）火山防災情報の登山者への伝達をより確実にするため、緊急速報メー

ル、登録制メールなど、地域の状況を踏まえながら、情報伝達手段の多

様化を図るものとする。 

 

（略） 

 

３ 通信手段の強化 

（４）                                

                             火山

災害時を想定した非常通信訓練を行う。 

（５）衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＥＴ）等の

移動系の応急対策機器の整備を図るものとする。 

風水害対策

編と記載の

統一 

県の地域防

災計画に合

わせて修正 
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頁 新 旧 修正理由・備考 

30 
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第１１節 避難の受入活動計画 

第１ 基本方針 

災害の発生時には、まず行政、住民及び防災関係機関が一体となって被害

軽減のための措置を講ずることが重要であるが、火山噴火や火災の延焼など

により、大きな被害を生じるおそれがあり、生命に危険が及ぶような場合は、

危険な区域の住民は、速やかに安全な場所に避難することが必要となる。 

このような事態に備え、迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮

者及び帰宅困難者、滞留旅客（以下「帰宅困難者等」という。）に配慮した避

難計画の作成、各種災害への安全性を考慮した指定緊急避難場所及び指定避

難所の確保等を図るものとする。 

また、                               

                        気候変動に伴い自然災

害が頻発する中、避難所の感染症対策や生活環境改善が求められている。 

そのため、衛生、食事、睡眠（Ｔ：トイレ（衛生）、Ｋ：キッチン（食事）、

Ｂ：ベッド等（睡眠））に関する環境の重点的な向上が必要であり、備蓄や関

係団体との協定締結等により発災に備えるものとする。 

 

（略） 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

（２）市は、予め住民に対し、ホームページ、広報誌等の様々な媒体により、

親戚・知人宅等への分散避難や、               感染

症の対応に関する情報を提供するものとする。 

 

（略） 

 

２ 避難場所等の確保 

（４）市は、都市公園、公民館、学校等の公共施設を対象に、地域的な特性や

過去の訓練、想定される災害、               感染症

対策等を踏まえ、その管理者の同意を得た上で災害の危険が切迫した緊

急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び避難者が避難生活

を送るために必要十分な指定避難所について、必要な数、規模の施設等

をあらかじめ指定し、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ

方法等について、平常時から住民への周知徹底を図るものとする。 

第１１節 避難の受入活動計画 

第１ 基本方針 

災害の発生時には、まず行政、住民及び防災関係機関が一体となって被害

軽減のための措置を講ずることが重要であるが、火山噴火や火災の延焼など

により、大きな被害を生じるおそれがあり、生命に危険が及ぶような場合は、

危険な区域の住民は、速やかに安全な場所に避難することが必要となる。 

このような事態に備え、迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮

者及び帰宅困難者、滞留旅客（以下「帰宅困難者等」という。）に配慮した避

難計画の作成、各種災害への安全性を考慮した指定緊急避難場所及び指定避

難所の確保等を図るものとする。 

また、避難所における感染症対策については「ウィズコロナ・アフターコ

ロナ時代」に向けて大きな課題となっており、かつ、気候変動に伴い自然災

害が頻発する中、避難所の      生活環境改善が求められている。 

そのため、衛生、食事、睡眠（Ｔ：トイレ（衛生）、Ｋ：キッチン（食事）、

Ｂ：ベッド等（睡眠））に関する環境の重点的な向上が必要であり、備蓄や関

係団体との協定締結等により発災に備えるものとする。 

 

（略） 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

（２）市は、予め住民に対し、ホームページ、広報誌等の様々な媒体により、

親戚・知人宅等への分散避難や、新型コロナウイルス感染症を含む感染

症の対応に関する情報を提供するものとする。 

 

（略） 

 

２ 避難場所等の確保 

（４）市は、都市公園、公民館、学校等の公共施設を対象に、地域的な特性や

過去の訓練、想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症

対策等を踏まえ、その管理者の同意を得た上で災害の危険が切迫した緊

急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び避難者が避難生活

を送るために必要十分な指定避難所について、必要な数、規模の施設等

をあらかじめ指定し、指定避難所の場所、収容人数          

  等について、平常時から住民への周知徹底を図るものとする。 

県の地域防

災計画に合

わせて修正 
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頁 新 旧 修正理由・備考 

34 ３ 避難所の確保 

（９）指定避難所に指定した施設については、      良好な生活環境

を確保するために、あらかじめ避難所内の空間配置図、レイアウト図な

どの施設の利用計画を作成するよう努めるものとする。また、必要に応

じ、換気、照明、冷暖房等の施設の整備に努めるものとする。 

 

（略） 

 

（11）指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイ

レ、マット、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信を活用した

インターネット機器等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実

施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮する。また、停電

時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギ

ーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

 

（略） 

 

（13）指定された指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保

し、食料、水、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マスク、

消毒液、段ボールベッド等の簡易ベッド（以下「段ボールベッド等」とい

う。）、パーティション、炊きだし用具、毛布等避難生活に必要な物資や 

              感染症対策に必要な物資等の備蓄に努

めるものとする。また、灯油、エルピーガスなどの常設に努めるものと

する。なお、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配

慮するものとする。 

３ 避難所の確保 

（９）指定避難所に指定した施設については、必要に応じ、良好な生活環境

を確保するために、                        

                                 

  換気、照明、冷暖房等の施設の整備に努めるものとする。 

 

（略） 

 

（11）指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、      仮設トイ

レ、マット、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話           

         等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実

施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮する。また、停電

時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギ 

ーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

 

（略） 

 

（13）指定された指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保

し、食料、水、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マスク、

消毒液、段ボールベッド等の簡易ベッド（以下「段ボールベッド等」とい

う。）、パーティション、炊きだし用具、毛布等避難生活に必要な物資や

新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努

めるものとする。また、灯油、エルピーガスなどの常設に努めるものと

する。なお、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮

するものとする。 

県の地域防

災計画に合

わせて修正 

47 第２１節 下水道施設災害予防計画 

第３ 計画の内容 

３ 下水道施設台帳、農業集落排水処理施設台帳・浄化槽台帳等の整備・拡充 

下水道施設台帳等の適切な調製・保管に努める。また、      台

帳のデータベース化を図り、確実かつ迅速なデータの調査、検索等が実施

できる体制を整備する。 

第２１節 下水道施設災害予防計画 

第３ 計画の内容 

３ 下水道施設台帳、農業集落排水処理施設台帳・浄化槽台帳等の整備・拡充 

下水道施設台帳等の適切な調製・保管に努める。また、必要に応じて台

帳のデータベース化を図り、確実かつ迅速なデータの調査、検索等が実施

できる体制を整備する。 

文言の削除 
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頁 新 旧 修正理由・備考 

59 
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第３３節 防災知識普及計画 

第１ 基本方針 

「自らの命は自らが守る」が防災の基本であり、市、県及び防災関係機関

による対策が、有効に機能するためには、食料・飲料水の備蓄や火山防災マ

ップ等から火山の特性を知るなど、住民が常日ごろから災害に対する備えを

心がけるとともに、災害発生時には、自らの安全を守るような行動をとるこ

とができることが重要である。 

また、広域かつ甚大な被害が予想される災害に対処するためには、住民、

企業及び自主防災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠であ

る。 

しかし、実際に火山災害が発生する頻度はそれほど高くないため、災害時

における行動を経験から学ぶことは、困難である。 

このため、市、県及び指定行政機関等は、「火山防災の日」、「信州 火山防災

の日」及び防災関連行事等を通じ、災害文化の伝承や、体系的な教育により

住民の防災意識の高揚を図るとともに、防災知識の普及、徹底を図り、自主

防災意識を持った災害に強い住民の育成等地域の総合的な防災力の向上に努

めるものとする。 

 

（略） 

 

第３ 計画の内容 

１ 住民等に対する防災知識の普及活動 

（８）地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件

に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう

指導し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等

の習熟を図るものとする。また、               感染

症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮

した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。 

第３３節 防災知識普及計画 

第１ 基本方針 

「自らの命は自らが守る」が防災の基本であり、市、県及び防災関係機関

による対策が、有効に機能するためには、食料・飲料水の備蓄や火山防災マ

ップ等から火山の特性を知るなど、住民が常日ごろから災害に対する備えを

心がけるとともに、災害発生時には、自らの安全を守るような行動をとるこ

とができることが重要である。 

また、広域かつ甚大な被害が予想される災害に対処するためには、住民、

企業及び自主防災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠であ

る。 

しかし、実際に火山災害が発生する頻度はそれほど高くないため、災害時

における行動を経験から学ぶことは、困難である。 

このため、市、県及び指定行政機関等は、       「信州 火山防災

の日」及び防災関連行事等を通じ、災害文化の伝承や、体系的な教育により

住民の防災意識の高揚を図るとともに、防災知識の普及、徹底を図り、自主

防災意識を持った災害に強い住民の育成等地域の総合的な防災力の向上に努

めるものとする。 

 

（略） 

 

第３ 計画の内容 

１ 住民等に対する防災知識の普及活動 

（８）地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件

に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう

指導し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等

の習熟を図るものとする。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染

症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮

した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。 

県の地域防

災計画に合

わせて修正 
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頁 新 旧 修正理由・備考 

92 第３章 災害応急対策計画 

第１２節 避難受入及び情報提供活動 

５ 指定避難所の運営 

（２）実施計画 

カ 指定避難所における生活環境について下記の事項に注意を払い、必要

な措置をとることで、常に良好なものであるよう努めるものとする。 

 （ア）トイレの設置状況等の把握に努め、簡易トイレ、トイレカー、トイレ

トレーラー等のより快適なトイレの設置への配慮 

 （イ）食事供与の状況の把握に努め、栄養バランスの取れた適温の食事の

提供 

 （ウ）避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッ

ドの設置 

 （エ）入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保 

（オ）避難の長期化等必要に応じて、避難者の健康状態や指定避難所の 

環境状況の把握 

   a パーティション等によるプライバシーの確保状況 

   b 段ボールベッド等の簡易ベッドの設置状況 

   c 入浴施設設置の有無及び利用頻度 

   d 洗濯等の頻度 

   e 医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度 

   f 暑さ・寒さ対策の必要性 

   g 食料の確保、配食等の状況 

   h し尿及びごみの処理状況 

（カ）必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保

等、同行避難について適切な体制整備に努めるとともに、避難所等に

おける家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握 

キ 指定避難所における              感染症対策のた

め、受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難 

スペースの確保、適切な避難所レイアウト、感染症を発症した避難者や

疑いのある者の専用スペース又は個室の確保等の必要な措置を講じる

よう努めるものとする。 

第３章 災害応急対策計画 

第１２節 避難受入及び情報提供活動 

５ 指定避難所の運営 

（２）実施計画 

カ 指定避難所における生活環境に         注意を払い、   

          常に良好なものであるよう努めるものとする。 

そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な

対策を講じるものとする。 

また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、段ボ

ールベッド等、パーティション、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗

濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、

暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの

処理の状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努

め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要に応じ、指

定避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 キ 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難

スペースの確保、適切な避難所レイアウト、感染症を発症した避難者や

疑いのある者の専用スペース又は個室の確保等の必要な措置を講じるよ

う努めるものとする。 

県の地域防

災計画に合

わせて修正

及び記載方

法の整理 
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頁 新 旧 修正理由・備考 

93 サ 指定避難所への受入れ及び指定避難所の運営管理に当たっては、要配

慮者の態様に合わせ、次に掲げる事項に十分配慮し、地域住民やＮＰＯ・

ボランティア等の協力を得つつ、計画的に生活環境の整備を図るものとす

る。 

（ア）スロープや洋式仮設トイレの設置、段差の解消、車椅子や障がい者

用携帯便器の供給等の整備を行うものとする。 

（イ）異性に介助される要介助者、性的マイノリティの方等が利用しやす

いように、男女を問わず利用できるトイレ、更衣室等を設置するもの

とする。 

（ウ）介護用品、育児用品等必要に応じた生活必需品の調達確保に努める

ものとする。 

（エ）災害発生後できる限り速やかに、全ての指定避難所を対象として要

配慮者把握調査を行い、次のような組織的・継続的な保健福祉サービ

スの提供が開始できるように努めるものとする。 

ａ 介護職員等の派遣 

ｂ 入浴サービス等在宅福祉サービスの実施 

ｃ 病院や社会福祉施設等への受入れ 

（オ）  要配慮者の心身両面の健康状態に特段の配慮を行い、メンタルケ

ア、保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 

（カ）  大画面のテレビ、ファクシミリ、パソコン、ホワイトボード等の設

置、アナウンス、外国語・手話通訳者の派遣等要配慮者に対する情報提

供体制を確保するものとする。 

サ 指定避難所への受入れ及び指定避難所の運営管理に当たっては、要配

慮者の態様に合わせ、次に掲げる事項に十分配慮し、地域住民やＮＰＯ・

ボランティア等の協力を得つつ、計画的に生活環境の整備を図るものと

する。 

（ア）スロープや洋式仮設トイレの設置、段差の解消、車椅子や障がい者

用携帯便器の供給等の整備を行うものとする。 

（新設） 

 

 

（イ）介護用品、育児用品等必要に応じた生活必需品の調達確保に努める

ものとする。 

（ウ）災害発生後できる限り速やかに、全ての指定避難所を対象として要

配慮者把握調査を行い、次のような組織的・継続的な保健福祉サービ

スの提供が開始できるように努めるものとする。 

ａ 介護職員等の派遣 

ｂ 入浴サービス等在宅福祉サービスの実施 

ｃ 病院や社会福祉施設等への受入れ 

ｄ 要配慮者の心身両面の健康状態に特段の配慮を行い、メンタルケ

ア、保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 

ｅ 大画面のテレビ、ファクシミリ、パソコン、ホワイトボード等の設

置、アナウンス、外国語・手話通訳者の派遣等要配慮者に対する情報提

供体制を確保するものとする。 

性的マイノ

リティの方

への配慮を

追記及び記

載方法の整

理 
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頁 新 旧 修正理由・備考 

94 ツ  在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必

要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、

被災者支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供する

ものとする。 

テ  車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を

行うためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必

要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を

車中泊避難を行うためのスペースの避難者に対しても提供するものとす

る。この際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮

するよう努めるものとする。 

ト  避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に講じられ

るよう、避難所の開設状況等を適切に県に報告するよう努めるものとす

る。 

ナ  指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の 

有無等に関わらず適切に受け入れることとする。 

ニ  必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難所における家庭動物の

ための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業

者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

ツ 避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に講じられ

るよう、避難所の開設状況等を適切に県に報告するよう努めるものとす

る。 

テ 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の

有無等に関わらず適切に受け入れることとする。 

ト 必要に応じ、           指定避難所における家庭動物の

ための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業

者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

県の地域防

災計画に合

わせて修正 

110 第３６節 文教活動 

（学校教育班、学校保健給食班、文化政策班、健康こども未来対策部、福祉

対策部） 

第３６節 文教活動 

（学校教育班、       文化政策班、健康こども未来対策部、福祉対

策部） 

分掌事務の

整理 

 

 


